
酒田駅前地区第一種市街地再開発事業

の都市計画決定に係る市民説明会

酒田市企画振興部都市デザイン課

※提案時のイメージパースで、実際とは異なります。



本日の説明内容について

1 事業概要について

① 事業区域、事業手法、施行者、権利関係者

② 事業内容（施設構成、各棟の施設概要、平面計画）

③ 事業費、事業スケジュール

2 都市計画決定（変更）について

① 高度利用地区の変更

② 第一種市街地再開発事業の決定

③ 都市計画決定までのスケジュール



① 事業区域

幸町一丁目

幸町二丁目

暫定駐車場

（旧ジャスコ跡地）

酒田駅

事業区域

隣接街区

約1.4ha

1 事業概要について



●事 業 手 法 ： 第一種市街地再開発事業

●施 行 者 ： 光の湊株式会社（個人施行）

※西松建設㈱と酒田市が50％ずつ出資する会社

●権利関係者 ： 土地所有者 11名

建物所有者 11名

借 家 権 者 18名

※共有名義、同一家族は1名とする

1 事業概要について

① 事業手法、施行者、権利関係者



② 事業内容（施設構成）

※提案時のイメージパースで、実際とは異なります。

複合施設棟

暫定駐車場（旧ジャスコ跡地）

住宅棟

隣接街区

駐車場棟

隣接街区

酒田駅側

一部区域が
変わります。

1 事業概要について



② 事業内容（複合施設棟の施設概要）
※提案時のイメージパースで、実際とは異なります。

酒田駅側

ライブラリーセンター（1～2階）

（ブック＆カフェ）観光情報センター（1階）

ホテル（3～8階）140室

バンケット（2階）

商業施設（1階）

バスベイ

広 場

広 場

棟 名 称 複合施設棟

敷 地 面 積 ５，２４６㎡

建 築 面 積 ３，８９２㎡

建 ぺ い 率 ７４%

延 床 面 積 １０，７４５㎡

容 積 率 ２０５％

階 数 地上８階地下１階

構 造 鉄骨造

主 な 用 途

（ 公 共 施 設 ）

・ライブラリーセンター

・観光情報センター

主 な 用 途

（ 民 間 施 設 ）

・ホテル

・バンケット

・商業施設　等

1 事業概要について



② 事業内容（駐車場棟の施設概要）
※提案時のイメージパースで、実際とは異なります。

酒田駅側

立体駐車場（5層6段 260台）

・市所有台数 206台

・集合住宅所有台数 54台

商業施設（1階）

広 場

棟 名 称 駐 車 場 棟

敷 地 面 積 ２，３６８㎡

建 築 面 積 １，６５１㎡

建 ぺ い 率 ７０%

延 床 面 積 ７，４４２㎡

容 積 率 ３１４％

階 数 地上５階

構 造 鉄骨造

主 な 用 途

（ 公 共 施 設 ）
・駐車場(206台)

主 な 用 途

（ 民 間 施 設 ）

・駐車場(54台)

・商業施設

1 事業概要について

一部区域が
変わります。



② 事業内容（住宅棟の施設概要）
※提案時のイメージパースで、実際とは異なります。

酒田駅側集合住宅（10階 54戸）

棟 名 称 住　宅　棟

敷 地 面 積 １，２９５㎡

建 築 面 積 ６６５㎡

建 ぺ い 率 ５１%

延 床 面 積 ４，９７０㎡

容 積 率 ３８４％

階 数 地上１０階

構 造 鉄筋コンクリート造

主 な 用 途

（ 公 共 施 設 ）
－

主 な 用 途

（ 民 間 施 設 ）
・集合住宅(54戸)

1 事業概要について



② 事業内容（平面計画）

広 場
イベント

景観形成

憩いの場

広 場 （歩行空間、景観形成、憩いの場)

バスベイ

複合施設棟

暫定駐車場（旧ジャスコ跡地）

駐車場棟

隣接街区

住宅棟

隣接街区

酒田駅側

1 事業概要について



●事 業 費 ： 総 事 業 費 約102 億円

公共施設購入費 約 27億円

●事業スケジュール ： 事業期間 平成28年度から平成32年度まで

・都 市 計 画 決 定 平成29年3月

・施 行 認 可 平成29年8月頃

・権利変換計画認可 平成30年3月頃

・本 工 事 着 工 平成30年5月頃

・完 成 平成33年3月頃

1 事業概要について

③ 事業費、事業スケジュール

（事業予定者提案額）



２ 都市計画決定について

●市街地再開発事業とは

●高度利用地区とは

➢市街地における都市の合理的かつ健全な高度利用と、都市機能の更新を図るために、容

積率の最高・最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度などを定めること。

酒田市の事例 ： 駅前地区、中町地区、中町三丁目地区

➢都市防災や市街地の環境改善、商店街振興などの地区の機能向上を目的とし、既成市街

地の建築物と道路等の都市施設を一体的に整備改善し、土地の合理的かつ健全な高度利

用を図る整備手法のこと。

酒田市の事例 ： 駅前地区（旧ジャスコ、日新開発ビルなど）

中町地区（清水屋、酒田駐車ビルなど）

中町三丁目地区（本間病院、交流広場、マンションなど）

市街地再開発事業を施行するには、都市計画上、高度利用地区の決定された区域内であり、

かつ、市街地再開発事業に関する都市計画で定められた施行区域内であることから、高度利

用地区の都市計画変更及び、市街地再開発事業の都市計画決定を行うもの。



① 高度利用地区の変更

２ 都市計画決定について



② 第一種市街地再開発事業の決定

２ 都市計画決定について

建ぺい率

約260％

約70%

駅前地区

約1.4ha

約8,900㎡

約6,200㎡

約23,200㎡

・公共施設

・ホテル

・店舗

・集合住宅

・駐車場　等

種 類

施行面積

施設敷地

面 積

主要用途

容 積 率

建築面積

延べ面積



●２月上旬頃 山形県へ事前協議を提出

●２月下旬頃 都市計画（案）の縦覧 ※縦覧期間は２週間

●３月中旬頃 酒田市都市計画審議会の実施

●３月中旬頃 山形県知事に本協議を提出

●３月下旬頃 都市計画決定（変更）の告示

２ 都市計画決定について

③ 都市計画決定までのスケジュール



説明は以上です。
ご清聴ありがとうございました。

※提案時のイメージパースで、実際とは異なります。




